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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると位置づけ、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明

責任を果たし、透明性、効率性の高い組織体制の整備と維持を通じて、企業価値の向上を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

本報告書の各項目は、2021年6月改定、施行のコーポレートガバナンス・コードに基づく記載を行っております。

【補充原則１－２④】　議決権電子行使プラットフォーム・招集通知の英訳

　 当社は、当社株主における機関投資家、及び海外投資家の比率がいずれも僅少であることから、費用対効果等も勘案し、議決権電子行使プ

ラットフォームへの参加、及び招集通知の英訳を実施しておりません。今後、機関投資家、海外投資家の比率の推移と、株主、投資家の皆様のご
意向を踏まえ、必要に応じて実施を検討してまいります。

【原則１－３】　資本政策の基本的方針の説明

　 当社は、現時点において、資本政策の基本方針を定めておりませんが、3カ年にかかる中期経営計画を策定し、同計画において、資本政策の

方針を記載し公表することを予定しております。

【補充原則３－１②】　英語による情報の開示、提供

　 当社では、【補充原則１－２④】に記載の通り、現状当社の株主における海外投資家の比率が僅少であることから、英語での情報の開示、提供

は実施しておりません。今後、海外投資家比率の推移等を踏まえて実施を検討してまいります。

【補充原則４－１②】　中期経営計画の重要性の認識と進捗状況の検証

　 当社は、　【原則１－３】に記載の通り、2022年6月を目途に、中期経営計画を策定し、同計画の実現に向けて、最善の努力を行ってまいります。

　 また、仮に同計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、次期以降の計画に反映させてまい

ります。

【補充原則４－１③】　最高経営責任者の後継者の計画

　 当社では、現時点において最高経営責任者の後継者の計画を明確に定めておりませんが、今後、後継者の選任については、必要とされる経

験、能力、適性等、また、その育成に関する計画について、取締役会にて総合的に検討してまいります。

【原則４－２①】　客観性、透明性のある経営陣の報酬制度の設計

　 当社では、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、取締役会にて決定された月額報酬のみであります。しかしなが

ら、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬については、経営陣の健全なインセンティブを向上させるものと認識しており、今後の導入に向
けて検討を進めてまいります。

【原則４－８】　独立社外取締役の選任及び活用

【補充原則４－８①】

【補充原則４－８②】

　 当社では現在、取締役の総数4名のうち、独立社外取締役は1名であります。当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のた

めの役割・責務を果たせる資質を備えた独立社外取締役を2名以上選任することは重要な経営課題であると認識しており、今後、独立社外取締役
の選任について、検討してまいります。

【原則５－２】　自社の資本コストを踏まえた経営戦略、経営計画の策定

　 当社は、【原則１－３】に記載の通り、2022年6月を目途に、以降の3カ年にかかる中期経営計画の策定し、同計画において、自社の資本コストを

踏まえた収益計画や資本政策の基本的方針を示す予定であります。

【補充原則５－２①】　事業ポートフォリオの基本方針、見直しの状況を踏まえた経営戦略等の策定・公表

　 当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針について、2022年6月を目途に策定予定の中期経営計画に記載する予定であります。また、

その進捗や見直しの状況については適時、適切に開示を行ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】　政策保有株式

　当社では、現時点において、政策保有株式を保有しておらず、また、その予定もありません。

　しかしながら、取引先との安定的かつ長期的な関係の維持向上により当社の企業価値向上に資すると考えられる場合であって、政策保有の効



果が資本コストに見合う場合には政策保有の可否につき検討すること、また当該政策保有株式の議決権行使に際しては、当社と取引先双方の持
続的成長と企業価値向上を判断基準として、総合的に判断いたします。

【原則１－７】　関連当事者間の取引

　 当社は、取締役会規程において、当社と主要株主との取引、取締役との競業取引、当社との自己取引及び利益相反取引を取締役会の決議事

項として規定いたします。

【補充原則２－４①】　多様性の確保についての方針

　 当社は、性別、国籍、新卒・中途採用等の区別なく、能力・成果に応じた登用・人事評価を行うことを基本方針とし、また未だ小規模な組織であ

ることから、性別や国籍等の区分による管理職の構成割合や員数にかかる目標値等は定めておりません。また、育児休暇制度の導入等により、
多様な人材が活躍可能な環境整備に努めておりますが、多様性の確保に向けた人材育成方針や環境整備方針の策定、及びその実施状況の開
示等につきましては、引き続き検討してまいります。

【原則２－６】　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　 当社は、現時点において、企業年金制度を導入しておりません。

【原則３－１】　情報開示の充実

（ⅰ）　会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　 当社の目指すところ（経営理念等）については、当社ホームページにおいて、経営理念、決算短信、有価証券報告書等を開示しております。

　 また、経営戦略及び経営計画については、中期経営計画において開示する予定であります。

（ⅱ）　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　 本報告書「Ⅰ 1. 基本的な考え方」をご参照ください。

（ⅲ）　取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

　 本報告書【原則４－２①】、有価証券報告書、及び招集通知をご参照ください。

（ⅳ）　取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

　 当社では、当社業務に精通し、経験と見識に基づき適切な職務執行が可能な人材を社内取締役候補者及び常勤監査役候補者として選任して

おります。また、社外取締役は、他社において豊富な経営経験を有する人材を候補者として選任し、社外監査役は、法務、会計の専門知識、経験
を有し、監査機能の強化に寄与できる人材を候補者としております。

（ⅴ）　取締役が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任、指名についての説明

　 当社では、社外取締役候補及び社外監査役候補の選任理由については、招集通知に記載しております。なお、株主総会に解任議案を上程す

る場合は、招集通知に解任理由を記載いたします。

【補充原則３－１③】　サステナビリティにかかる取組みの開示

　 当社では、中長期的な企業価値向上のために、自社のサステナビリティをめぐる取組みは不可欠な要素であると考えており、重要な経営課題で

あると認識しております。人的資源や知的財産への投資等に関する情報も含め、自社のサステナビリティについての取組みの適切な開示につい
て検討してまいります。

【補充原則４－１①】　経営陣に対する委任の範囲

　 当社では、法令、定款に定められた事項に加えて、重要な業務に関する事項、及びその他適時開示を要する事項について、取締役会の決議事

項とする旨、取締役会規程にて定めております。

　 また、取締役会から経営陣に対する決裁権限の委任については、該当する事案の規模、重要性、リスクに応じて職務分掌規程、及び稟議規程

別表にて規定しております。

【原則４－９】　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　 当社では、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、他社における企業経営の経験を有する人材であることを選任方針として、独立社外取

締役の選任を行っております。

【補充原則４－１０①】　指名委員会・報酬委員会の設置

　 当社は、監査役会設置会社であり、また独立社外取締役の員数は1名であり、取締役会の過半数に達しておりませんが、当社の事業規模を踏

まえ、指名委員会、報酬委員会は設置しておりません。取締役の指名、報酬については、社外監査役3名を含むコンプライアンス委員会からの意
見具申を踏まえ、取締役会にて決定しており、当該プロセスは適切に機能しているものと考えておりますが、今後、必要に応じて指名委員会、報酬
委員会の設置を検討してまいります。

【補充原則４－１１①】　スキル・マトリックス等の開示

　 当社取締役会は、社内取締役3名、独立社外取締役1名により構成されております。スキル・マトリックスは開示しておりませんが、招集通知や有

価証券報告書等を通じて、各取締役の経歴等を開示しております。また、独立社外取締役には上場企業の経営経験を有する者を選任しておりま
す。

【補充原則４－１１②】　取締役・監査役の兼任状況

　 現時点において、当社取締役、監査役は他の上場会社の役員を兼任しておりませんが、今後、兼任状況が発生した場合には毎年公表いたしま

す。

【補充原則４－１１③】　取締役会の実効性の分析・評価

　 当社取締役会は、当社の事業規模も踏まえて社外取締役1名を含む4名の少数で構成されており、社外監査役3名と取締役間での意見交換も

密接に行われていることから、実効性が確保されているものと考えております。従いまして、現時点における実効性の分析、評価は行っておりませ
んが、今後、必要に応じて、実効性の分析、評価、ならびにその結果についての開示を検討してまいります。

【補充原則４－１４②】　会社による取締役・監査役に対するトレーニングの方針

　 当社は、取締役及び監査役が、期待される役割・責務を適切に果たすため、必要な知識の習得と更新の重要性を認識し、当社の費用負担によ

り必要なトレーニングを行うこととしております。

【原則５－１】　株主との建設的な対話に関する方針

　 当社は、株主との対話に関する対応については、管理本部をIR担当部署とし、適切な情報開示に努めております。株主からの対話（面談）の申



込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく、インサイダー情報の漏洩には十分な留意を払った上で、合理
的な範囲で前向きに対応しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

青山　洋一 430,000 9.62

森上　和樹 360,000 8.05

楽天証券株式会社 313,400 7.01

清水　三郎 165,200 3.69

有限会社アースマテリアル 163,300 3.65

株式会社クロスウォーク 153,300 3.43

毛利　友和 152,000 3.40

中谷　正和 150,000 3.35

株式会社ＳＢＩ証券 124,500 2.78

高木　宏 118,000 2.64

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 12 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況



１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

吉野　勝秀 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

吉野　勝秀 ○ ―――

吉野勝秀氏は、豊富なビジネス経験と幅広い
見識を有しており、その経験を当社のコーポ
レートガバナンスの強化に活かしていただきた
く社外取締役に選任しております。

また、同氏は、一般株主と利益相反の生じるお
それがなく、中立・公正な立場から当社経営へ
の助言を行う役割を遂行できると判断したた
め、独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、会計監査人から監査計画並びに期中及び期末の監査結果報告を受けるとともに、会計監査人の監査に係わる品質管理体制を随時
聴取し確認しております。また、会計監査人と適宣意見交換を行い連携の強化に努めております。

　当社は、社長直轄組織として内部監査を行う独立した内部監査担当者(１名)を設置しております。内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、
当社の業務活動全般に関して、法令遵守状況等を計画的に監査しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。当社
の業務運営等に改善が必要と認められた場合には、代表取締役の指示により、内部監査担当者から助言や勧告が行われる体制となっておりま
す。

監査役は取締役会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、部門への聴取などを分担して実施し、月１回定時に開催する監査役会で、報告、
協議を行っております。

当社では、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査担当者は随時情報の共有化を図り、
会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

四方　直樹 他の会社の出身者 ○

刈谷　龍太 他の会社の出身者

関口　常裕 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

四方　直樹 ○

当社は、四方直樹氏が所長を務める司法
書士法人四方事務所に対して、当社グ
ループの登記手続きに関する業務を委託
しております。

四方直樹氏は、司法書士資格を有し、豊富な
実務経験と高い見識を有しており、これを当社
の監査に反映していただくことで当社の監査体
制を強化できるものと判断し、社外監査役とし
て選任しております。また、左記の取引は、金
額が僅少かつ他の一般的取引と同程度の条
件で行われており、同氏は、一般株主と利益相
反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場か
ら当社経営への助言を行う役割を遂行できると
判断したため、独立役員として指定しておりま
す。

刈谷　龍太 ○ ―――

刈谷龍太氏は、弁護士資格を有し、会社経営
に関する豊富な知識と高い見識を有しており、
これを当社の監査に反映していただくことで当
社の監査体制を強化できるものと判断し、社外
監査役として選任しております。また、東京証
券取引所が定める、一般株主と利益相反の生
じるおそれがあるとされる事項に該当しないこ
とから、独立役員として指定しております。

関口　常裕 ○

当社は、関口常裕氏が代表取締役を務め
るエンサイドコンサルティング株式会社に
対して、2019年に財務デューデリジェンス
業務及び株価算定業務を委託しました
が、それ以降の取引関係はございませ
ん。

関口常裕氏は、公認会計士資格を有し、財務、
会計に関する知識と経験を有しており、専門的
かつ客観的な監査が期待できることから、社外
監査役として選任しております。また、左記の
取引は、他の一般的取引と同程度の条件で行
われたものであり、同氏は、一般株主と利益相
反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場か
ら当社経営への助言を行う役割を遂行できると
判断したため、独立役員として指定しておりま
す。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬については、経営陣の健全なインセンティブを向上させるものと認識しております。現時点において
は、業績連動報酬制度、ストックオプション制度等を実施しておりませんが、今後の導入に向けて検討を進めてまいります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】



（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2017年３月30日開催の第25回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内と決議されています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

各取締役の報酬額は、取締役会において、各取締役の職務内容、在任年数等を勘案の上、株主総会で定められた総額の範囲内で決定する方針
としております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社では、社外取締役（取締役４名のうち１名）、社外監査役（監査役３名のうち３名）への必要な情報伝達や関係部門との連絡・調整等について
当社管理本部を窓口とし、情報共有及び関係部門との連携に係る体制整備をサポートしています。

　また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会、監査役会並びにコンプライアンス委員会において、上程された議案に対して適切な判断や意
見陳述を行えるよう、議案に関する資料の充実、及び当該資料提供の早期化を図るべく、原則として招集通知発送時（開催3日前）に招集通知に
加えて、審議事項に関する資料の配布を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役は1名)で構成され、重要な業務執行に関する意思決定機関として、また、代表取締役ならびに取
締役の業務執行に関する監督機関として原則、月１回開催し、さらに必要に応じて随時開催しております。

　　監査役会は、監査役3名(うち社外監査役は3名)で、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役から営業報告の聴取を行い、業務
執行の状況を客観的立場に立って監査しております。

　会計監査につきましては、監査法人に正しい経営情報を提供することにより、公正な立場から監査が実施される環境を整備しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役会の機能を経営の意思決定機関、および業務執行監督機関として位置付けており、事業内容に精通した人材を中心とした機関
構成とすることで、担当部門の迅速かつ効率的な事業運営体制の実現を図っております。

　当社の社外監査役は3名であります。社外監査役は、外部者の立場から取締役会等で、広範囲において積極的に意見し、業務執行者である取
締役の職務執行の監視、監督を行っております。

　したがって当社の規模において経営監視機能は充分に働いていると判断しているため、現在の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無



ディスクロージャーポリシーの作成・公表

適時開示規則に定める開示基準に該当する情報は適時開示情報伝達システ
ムＴＤnetを通じて開示するとともに、当社ウェブサイト上でも開示します。また、
適時開示規則に該当しない情報についても、適時開示の主旨を踏まえて、適
切な方法により伝達されるように努めます。

IR資料のホームページ掲載
http://www.jholdings.co.jp　において、会社概要、決算情報、適時開示資料等
を掲載しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

重要な会社情報については、取締役会に付議・報告を行った上、金融商品取引法をはじめ
とする関係法令、規則、ガイドライン等に基づく開示判断を行い、情報取扱責任者がＴＤnet
によりホームページへの情報掲載などを行っております。

また、情報開示に至るまでの内部情報につきましては、社内規程「適時開示に関する規
程」に基づき、厳重な情報管理を行っております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1)当社グループ全役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）当社の経営理念及び経営基本方針を踏まえて策定したコンプライアンス・マニュアルについて、当社グループ全役職員への浸透を図り、自ら
の行動が「法令を遵守し、社会倫理に則った行動」となるべく当社グループ全役職員に徹底している。

（2）内部監査室長を任命し、当社における法令等遵守体制の充実強化を図っている。加えて、監査役、内部監査室長、法律顧問を構成員とするコ
ンプライアンス委員会を設置している。

（3）当社グループの全役職員が、違反行為等を発見した時には、直ちに所属する職制を通じてコンプライアンス統括部門に報告される体制を整
備、強化している。

（4）当社グループの全役職員が、法令・定款に照らして疑義のある行為等を知ったときに、通常の報告経路によらず直接、内部通報窓口にその旨
を報告する仕組み（内部通報制度）を設けている。なお、情報提供を行った当社グループ役職員が当社及び当社子会社において不利な取扱いを
受けないとする制度をコンプライアンス・マニュアルに定めている。

（5）当社常勤監査役による当社グループ全役職員に対するヒアリングを年 2 回の頻度にて実施することとし、当該ヒアリング時において、上記内

部通報制度の意義や匿名性の担保について再度説明するとともに、ヒアリングの内容については、役職員による内部統制違反等に限定せず、各
種ハラスメント行為の有無等も含め広く意見の聴取を行っている。

（6）当社グループ全役職員を対象として、法令遵守及び内部統制の強化等を目的とした研修を月1回の頻度にて開催している。

2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（1）取締役の職務執行に係る情報・文書は、文書管理規程に基づいて各所管部署が適切に保存・管理（廃棄を含む）し、取締役、監査役、及び内
部監査室の閲覧に供している。

（2）文書管理の統括部署は、適宜、文書管理規程の運用状況を検証し、必要な場合はその修正を行い、所管部署に対して文書等の適切な保存・
管理を指導している。

3) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）体系的なリスク管理体制の確立を図る目的で稟議規程及び職務分掌規程を整備している。

（2）リスクの発生又は発見時に、コンプライアンス委員会及び取締役会への報告並びに開示の必要性を判断する基準については、コンプライアン
ス委員会規程、取締役会規程及び適時開示に関する規程にて明文化し、運用を行っている。

4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）組織規程、取締役会規程、稟議規程、職務分掌規程等を適時適切に見直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を経営戦略目標の達成
に向けて最適化を図る。

（2）ＩＴを活用した人事管理・業績管理・事務システムの精度向上に努め、全社的な経営効率及び業務効率の一層の向上を図る。

5) 子会社の取締役等の職務の遂行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、当社子会社に対して、財務状況その他の重要事項について、取締役会及びコンプライアンス委員会又は内部管理会議において、当社へ
の報告・協議を義務付けている。

6) その他当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（1）コンプライアンス・マニュアルを適用しつつ、事業規模・特性を踏まえ、業務の適正化を行う。

（2）当社代表取締役が統括する内部管理会議には、各事業部の責任者を参加させ、内部統制に関する協議及び情報の共有化を図る。

（3）法令違反行為等を知った者は、内部通報制度によって直接、同制度の通報窓口に報告するものとする。この場合、社内通報担当責任者は、
通報者保護に留意しつつ当該通報事案等を審議事案としてコンプライアンス委員会に上程することが出来る。

7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

（1）監査役は、必要がある場合は、事前に内部監査室長に通知して内部監査担当者に監査業務を補助するよう命令することができる。

（2）取締役は、監査役会から専任の使用人の配属を求められた場合は、必要なスキルその他について具体的な意見を聴取した上で人選し、監査
役会の同意を得て任命する。

（3）監査役から命令を受けた使用人は、その命令の遂行に関して取締役の指揮命令を受けず、また、実施結果の報告は命令した監査役に対して



のみ行うこととする。

（4）取締役は、監査役の命令を受けた使用人に対し、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしない。

（5）専任の使用人を配属した場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては監査役会の同意を得るものとする。

8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、必要があると認めるときは追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることが
できるものとする。

9) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備・運用・評価を行い、財務報告の信頼
性と適正性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１）　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、不当要求に対しては毅然とした対応を取ることを基本方針としております。

２）　反社会的勢力排除に向けた整備状況

（1）反社会的勢力による不当な要求等が発生した場合には、内部監査室長が統括する内部統制委員会及び反社会的勢力対応部署が連携し、情
報の一元管理・蓄積を行い、速やかに内部監査室長を通じて取締役会及び監査役会に報告される体制の整備、強化を図る。

（2）反社会的勢力対応部署を中心とし、対応マニュアルの整備を進める。また、当社グループ全役職員に対し研修を実施するほか、必要に応じ外
部機関とも連携し、体制の強化を図る。

（3）新規取引先との取引開始にあたっては、与信管理のための外部調査機関の活用や既存取引先からの情報の収集を行う。

（4）株主の属性判断を行う際には、所轄警察署との連携による身元照会を実施し、反社会的勢力の排除に努める。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の概要（模式図）は以下のとおりであります。




